
（単位：百万円）

406,604 6,654,572

111 20,727

406,492 6,609,420

40,000 24,425

127,740 47

6,167,711 37,000

1,583,734 836,574

214,131 656,183

1,388,740 63,000

469,537 252

2,388,754 32,793

122,813 11,370

1,110,529 1,043

34,520 622

1,076,009 8,901

233,814 58,608

132,778 99

96,195 2,985

2,192 710

2,173 3

474 120

10,989 19,431

10,048 127,615

492 29,013

447 4,505

48

137,951 7,708,881

86,517

3,748

29,395 62,500

564 62,500

977 62,500

15,787 177,568

334 177,568

626 不 動 産 圧 縮 積 立 金 449

1,851 別 途 積 立 金 60,000

△ 1,866 繰 越 利 益 剰 余 金 117,119

302,568

261,622

△ 2,681

△ 35,018

223,923

526,491

8,235,372 8,235,372

前 払 年 金 費 用

債券貸借取引受入担保金

負債及 び純 資産 の部 合計

純資産の部　合計

土 地 再 評 価 差 額 金

社 債

外 国 証 券

資 産 の 部 合 計

リ ー ス 資 産

有 形 固 定 資 産

（ 資 産 の 部 ）

現 金

預 貯 金

仮 払 金

買 入 金 銭 債 権

再 保 険 貸

再評価に係る繰延税金負債

一 般 貸 付

繰 延 税 金 負 債

前 払 費 用

金 融 派 生 商 品

その他の無形固定資産

土 地

建 物

地 方 債

価 格 変 動 準 備 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

未 収 金

仮 受 金

そ の 他 の 負 債

金融商品等受入担保金

役 員 賞 与 引 当 金

リ ー ス 債 務

株 式

そ の 他 の 証 券

未 収 収 益

リ ー ス 資 産

貸 付 金

無 形 固 定 資 産

保 険 約 款 貸 付

建 設 仮 勘 定

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他 資 産

利 益 剰 余 金金融商品等差入担保金

そ の 他 利 益 剰 余 金

前 受 収 益

未 払 費 用

そ の 他 負 債

責 任 準 備 金

保 険 契 約 準 備 金

２０２０年度　（ 2021年３月31日現在 ）　貸借対照表　

科　　　　　目 科　　　　　目

（ 負 債 の 部 ）

契 約 者 配 当 準 備 金

支 払 備 金

預 り 保 証 金

金 融 派 生 商 品

（ 純 資 産 の 部 ）

その他の有形固定資産

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

資 本 金

預 託 金

預 り 金

コ ー ル ロ ー ン

国 債

有 価 証 券

金　　　額

貸 倒 引 当 金

そ の 他 の 資 産

現 金 及 び 預 貯 金

負債の部　合計

社 債

退 職 給 付 引 当 金

金　　　額

再 保 険 借

借 入 金

未 払 法 人 税 等

未 払 金
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(貸借対照表注記) 

１．有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運

用している有価証券を含む。）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満

期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業における「責任準備金対応債券」に

関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備金

対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第２条第12項

に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の５の２第３項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連

法人等が発行する株式をいう。）については原価法、時価のあるその他有価証券については３月末日の市場価格等に

基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券のう

ち取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む。）については移動平均法による償却原価法（定額

法）、上記以外の有価証券については移動平均法による原価法によっております。 

 また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．責任準備金対応債券のリスク管理方針 

 アセットミックスによりポートフォリオ全体のリスク減殺効果を図り、負債コストを中長期的に上回ることを目指

したバランス型ＡＬＭに基づく運用方針をたて、管理しております。 

 このような運用方針を踏まえ、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づいて、以下の保険契約を特定し小区分としておりま

す。 

  ・一般資産区分については、団体保険商品区分、その他の商品区分、無配当通貨指定型一時払個人年金保険及び無 

   配当通貨指定型生存給付金付特別養老保険等を除くすべての保険契約 

  ・一般資産区分における無配当通貨指定型一時払個人年金保険及び無配当通貨指定型生存給付金付特別養老保険に 

   ついては、通貨別にすべての保険契約 

 ・団体年金保険資産区分については、すべての拠出型企業年金保険契約及びすべての団体生存保険契約 

 ・一時払終身・年金保険資産区分については、すべての保険契約 

 ・利率変動型一時払保険資産区分については、すべての保険契約 

３．デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

４．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  ・再評価を行った年月日   2002年３月31日 

  ・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

    「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める標準地の公

示価格、同条第２号に定める基準地の標準価格及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価ほかに基

づき、合理的な調整を行って算定しております。 

５．有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却は、主として定率法により、1998年４月１日以降に取得した建物

（2016年３月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物を除く。）については定額法により行っております。 

 リース資産の減価償却は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐

用年数とする定額法により行っております。 

６．外貨建資産・負債（在外子会社等は除く。）は、３月末日の直物為替相場により円換算しております。 

  なお、在外子会社等は、取得時の為替相場により円換算しております。 

７．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しております。 

 破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に対する債権

及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という。）に対する債権については、下記直接減額

後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま

た、現状では経営破綻の状況にはないものの、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻

懸念先」という。）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計

上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部

署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は210百
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万円であります。 

８．役員賞与引当金は、役員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。 

９．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、計上しております。 

 退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。 

    退職給付見込額の期間帰属方法     給付算定式基準 

    数理計算上の差異の処理年数      発生年度に全額を費用処理 

    過去勤務費用の処理年数        発生年度に全額を費用処理 

10．価格変動準備金は、価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上してお

ります。 

11．ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に従い、貸付金に対するキャッ

シュ・フロー変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ及び金利スワップの特例処理、外貨建貸付金に対する為替変動リ

スクのヘッジとして振当処理、国内債券に対する価格変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ、外貨建資産に対する為

替変動リスクのヘッジ、国内・外国株式及び国内・外国上場投資信託に対する価格変動リスクのヘッジとして時価

ヘッジによっております。 

 なお、ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変

動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較する比率分析によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に

関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性がある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

12．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のう

ち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについ

ては、当事業年度に費用処理しております。 

13．責任準備金 

期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に

備えるため、保険業法第116条第１項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書（保険業法第４条第２項第４

号）に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。 

責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 

 (1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第48号） 

 (2) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

なお、責任準備金については、保険業法第121条第１項及び保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において

責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。 

 責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第１項第３号に基づき、

保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。 

14．保険料等収入 

保険料等収入（再保険料収入を除く。）は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものにつ

いて、当該収納した金額により計上しております。 

 なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第

116条及び保険業法施行規則第69条第１項第２号に基づき、責任準備金に積み立てております。 

15．保険金等支払金・支払備金 

保険金等支払金（再保険料を除く。）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金

額を支払った契約について、当該金額により計上しております。 

 なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、又は

まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支

出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。 

16．株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

17．無形固定資産（リース資産を除く。）に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間

に基づく定額法により行っております。 

  リース資産の減価償却は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐

用年数とする定額法により行っております。 

18．「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年３月31日法律第８号）において創設されたグループ通算制度への

移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度か

らグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第

３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）

第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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19．重要な会計上の見積り 

(1)責任準備金 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 

責任準備金        6,609,420百万円 

責任準備金繰入額       46,413百万円 

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

イ．算出方法 

「貸借対照表注記－13」に記載のとおりであります。 

ロ．主要な仮定及び翌事業年度の計算書類に与える影響等 

保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された計算前提（予定発生率・予定利率等の基礎率）が、直近の

実績と大きく乖離することにより、将来の債務履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、保険業

法施行規則第69条第５項に基づき、追加の責任準備金を計上する必要があります。 

(2)退職給付に関する会計処理 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 

前払年金費用         1,851百万円 

退職給付引当金        19,431百万円 

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

イ．算出方法 

退職給付債務及び退職給付費用は、将来の退職給付債務算出に用いる数理計算上の前提条件や年金資産の長

期期待運用収益率等に基づいて算出しております。 

 なお、退職給付見込額の期間帰属方法については、「貸借対照表注記－９」に記載のとおりであります。 

ロ．主要な仮定及び翌事業年度の計算書類に与える影響等 

数理計算上の計算基礎に関する事項は、「貸借対照表注記－37」に記載のとおりであり、主要な仮定である

割引率や長期期待運用収益率等が変動した場合、前払年金費用及び退職給付引当金に重要な影響を与える可能

性があります。 

(3)固定資産の減損 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 

減損損失            546百万円 

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

イ．算出方法 

資産のグルーピング方法については、「損益計算書注記－８－(1)」に記載のとおりであります。 

 減損の兆候がある資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合

に減損損失を認識し、帳簿価額から回収可能価額（割引後の将来キャッシュ・フローと正味売却価額のいずれ

か大きい方）を控除した額を当期の損失として計上しております。 

ロ．主要な仮定及び翌事業年度の計算書類に与える影響等 

減損の認識の判定に用いる割引前将来キャッシュ・フローの主要な仮定は、営業用資産については、中期計

画等に基づく保険営業活動から生じる損益を使用しており、投資用資産については、物件ごとの過去実績及び

今後の収支見込みに基づき算出しております。 

 主要な仮定である保険営業活動から生じる損益や収支見込みが悪化し、割引前将来キャッシュ・フローが変

動した場合、減損損失を計上する可能性があります。 

20．未適用の会計基準等 

 （収益認識に関する会計基準等） 

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日） 

  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日） 

  (1) 概要 

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。 

        ステップ１：顧客との契約を識別する。 

      ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

      ステップ３：取引価格を算定する。 

      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

  (2) 適用予定日 

       2021年４月１日以後開始する事業年度の期首より適用予定であります。 

  (3) 当該会計基準等の適用による影響 
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       適用される事業年度における影響は軽微であります。 

 （時価の算定に関する会計基準等） 

  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日） 

  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日） 

  ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日） 

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日） 

  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日） 

  (1) 概要 

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算

定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関す

るガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。 

    ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品 

    ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産 

    また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注

記事項が定められました。 

  (2) 適用予定日 

       2021年４月１日以後開始する事業年度の期首より適用予定であります。 

  (3) 当該会計基準等の適用による影響 

       適用される事業年度における影響は軽微であります。 

21．表示方法の変更 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度末に係る計算

書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

22．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

   (1) 金融商品の状況に関する事項 

   ①金融商品に対する取組方針 

  当社は、生命保険事業を主たる事業として各種生命保険の引受けを行っており、保険料として収受した金銭等

を有価証券、貸付金等の金融資産にて運用しております。 

  資産運用に際しては、ご契約者の信頼を第一に考え、資本・収益・リスクを一体的に管理するＥＲＭ（エン

タープライズ・リスク・マネジメント）の下で、長期に安定した収益を確保できるポートフォリオを構築し、健

全性や公共性に配慮しながら取り組むことを基本方針としております。 

  この考え方に従い、安定した利息収入の確保に向けて国内公社債や貸付金等の円金利資産を中心に投資すると

ともに、厳格なリスク管理のもと、株式や外国証券にも一部投資を行っております。 

  なお、デリバティブ取引は、金融資産の運用に際して生じる価格変動リスク等をヘッジする目的で利用するこ

とを基本としております。 

  また、より一層財務内容の健全性を向上させることを目的として、劣後性資金（社債、借入金）の調達を行っ

ております。 

  ②金融商品の内容及びそのリスク 

  当社が保有する金融資産は、主として有価証券及び貸付金であります。 

  有価証券の種類は、国内外の公社債、株式、投資信託等であり、安定的な収益確保に加え、市場見通しに基づ

く運用や長期保有による運用収益の獲得等を目的に保有しており、これらは、発行体の信用リスク、金利、為

替、株式等の相場変動による市場リスク及び流動性リスクに晒されております。 

  貸付金には、保険契約者に対する保険約款貸付のほか、当該保険約款貸付以外の貸付で主に国内の企業や個人

向けの一般貸付があります。一般貸付は、安定的な収益確保を目的に実施しておりますが、貸付先の契約不履行

によってもたらされる信用リスクに晒されております。なお、保険約款貸付は、解約返戻金の範囲内で行ってお

り、信用リスクは僅少であります。 

  デリバティブ取引は、主に金融資産の価格変動リスク等をヘッジする目的で株価指数先物取引、株式先渡取

引、為替予約取引、金利スワップ取引等を行っており、投機的な取引は行っておりません。 

  デリバティブ取引には、現物資産と同様に市場リスクや信用リスクが存在しておりますが、取組みにあたって

は、取引内容、ヘッジ対象、取引枠等の許容範囲を明確にすることにより、リスク管理の徹底を図っておりま

す。 

  なお、ヘッジとして取り組むデリバティブ取引に対するヘッジ会計の適用については、適用要件、対象取引、

有効性の評価方法及び指定方法を社内規程に明確に定め、貸付金等に係る金利スワップ、外貨建資産に係る為替

予約取引及び通貨スワップ、国内・外国株式、国内・外国上場投資信託に係る先渡取引及びオプション、円建債

券に係るオプション等を適用対象として適正に行っております。ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象の相場変
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動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較する

比率分析の方法によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ

に高い有効性がある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 

  ③金融商品に係るリスク管理体制 

   イ．全般的なリスク管理体制 

  当社では、生命保険事業の社会公共性等に鑑み、経営の健全性及び適切性を確保するため、リスクを的確に 

 把握し管理していくことを経営の重要課題のひとつとして位置づけ、取締役会がリスク管理の基本的な考え方

を定めた「リスク管理基本方針」を策定し、それに基づきリスク管理体制を整備しております。 

  組織面では、リスク管理に関する一元的な体制の確立及びリスク管理の徹底を期することを目的として、リ

スク統括委員会等を設置するとともに、各リスクを適切に管理するため、資産運用部門の投融資執行部門と事

務管理部門の分離、審査部門の独立、内部監査部門による内部監査の実施など、内部牽制が働く体制としてお

ります。また、資本・収益・リスクを一体的に管理するＥＲＭ（エンタープライズ・リスク・マネジメント）

の下で徹底したリスク管理を実施しております。 

  なお、Ｔ＆Ｄホールディングスを中心に、グループとしてのリスク管理体制の整備・充実も図っておりま

す。 

ロ．市場リスクの管理 

  市場リスクに関しては、金利、株価、為替等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握するととも

に、バリュー・アット・リスク（以下「ＶａＲ」という。）を用いてポートフォリオ全体としてリスクを把握

し、資金配分の見直しやリスクヘッジなどによりリスクを適切にコントロールしております。 

ハ．信用リスクの管理 

  信用リスクに関しては、与信先ごとに付与した社内格付を活用してＶａＲを用いたリスクの計量化を行い、

ポートフォリオ全体としてリスクを把握・コントロールしております。また、リスクに応じて業種や企業グ

ループ単位での投融資限度額等を設定し、特定業種・企業グループへの与信集中を制御しております。 

ニ．流動性リスクの管理 

  流動性リスクに関しては、リスク管理部門が流動性の高い資産の確保の状況、キャッシュ・フローの状況、

金融証券市場の動向、個別金融商品の状況等を把握することにより管理しております。 

  ④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。 

 当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。
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  (2) 金融商品の時価等に関する事項 

   2021年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

                                       (単位：百万円) 

 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1)現金及び預貯金 406,604 406,604 － 

(2)コールローン 40,000 40,000 － 

(3)買入金銭債権 127,740 129,036 1,296 

(4)有価証券 6,124,562 6,376,667 252,104 

 ①売買目的有価証券 175 175 － 

 ②満期保有目的の債券 438,761 533,894 95,132 

 ③責任準備金対応債券 1,687,099 1,844,071 156,971 

 ④その他有価証券 3,998,525 3,998,525 － 

(5)貸付金 1,109,541 1,129,881 20,340 

 ①保険約款貸付(*1) 34,520 38,884 4,363 

 ②一般貸付(*1) 1,076,009 1,090,997 15,976 

 ③貸倒引当金（*2） △988 － － 

資産計 7,808,448 8,082,189 273,741 

(1)社債 37,000 37,047 47 

(2)債券貸借取引受入担保金 656,183 656,183 － 

(3)借入金 63,000 63,662 662 

負債計 756,183 756,893 709 

金融派生商品（*3） (57,630) (57,119) 511 

 
①ヘッジ会計が適用され

ていないもの 
(1,537) (1,537) － 

 
②ヘッジ会計が適用され

ているもの 
(56,092) (55,581) 511 

(*1)差額欄は、貸倒引当金を控除した貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。 

(*2)貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。 

(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、( )で表示しております。 

    金融派生商品の「時価」欄において、時価ヘッジに係る取引等は貸借対照表に計上されている金額

を記載しております。なお、「差額」欄に記載されている金額は、金利スワップの特例処理による

ものです。 

    また、通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建貸付金と一体として

処理しているため、その時価は、当該外貨建貸付金の時価に含めて記載しております。 

 

  資 産 

  ①現金及び預貯金 

  時価は帳簿価額と近似していることから、主として当該帳簿価額によっております。 

  ②コールローン 

  短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

  ③買入金銭債権 

  有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは取引金融機関から提示された価格等によっており、そ

れが出来ない場合には、他の金融機関等から提示された価格によっております。 

  ④有価証券 

  株式は主として取引所の価格によっており、債券は日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値又は

取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格等

によっております。 

  なお、非上場株式、組合出資金のうち組合財産が非上場株式で構成されているもの等、時価を把握することが
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極めて困難と認められるものについては、表中の有価証券に含めておりません。これらの当事業年度末における

貸借対照表計上額は、関係会社株式6,634百万円、非上場株式（関係会社株式を除く。）8,605百万円、外国証券

14,851百万円、その他の証券13,057百万円であります。 

⑤貸付金 

 イ．保険約款貸付 

  過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュ・フローを生成し、リスク・フリー・レートで割り引いて時

価を算定しております。 

 ロ．一般貸付 

  変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていな

い限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

  固定金利によるものは、元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引

いて時価を算定しております。 

  また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権については、原則として見積将来キャッシュ・フ

ローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当事

業年度末における貸借対照表計上額から貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価と

しております。 

  ただし、複合金融商品については、取引金融機関から提示された価格等によっております。 

負 債 

 ①社債 

 元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しておりま

す。 

 ②債券貸借取引受入担保金 

   短期間の取り組みであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

 ③借入金 

  元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しておりま

す。 

金融派生商品 

①為替予約取引において、当事業年度末の為替予約の評価は主に先渡価格を考慮し時価を算定しております。 

②金利スワップ取引の時価は、当事業年度末現在の金利を基に、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に

割り引いて算定しておりますが、一部については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しておりま

す。 

③株価指数先物、株式先渡取引、株価指数オプション、個別株式オプション、債券先物、債券オプション及び通貨

オプションの時価は、主たる取引所における最終価格又は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定し

ております。 

23．賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

 当社は、全国主要都市を中心に、主に賃貸用のオフィスビルを所有しており、当事業年度末における当該賃貸等不

動産の貸借対照表計上額は154,332百万円、時価は202,645百万円であります。 

 なお、時価の算定にあたっては、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金

額、その他の物件については公示価格等に基づいて自社で算定した金額によっております。 

24．消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、1,681,914百万円であります。 

25．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、1,692百万円であり、

それぞれの内訳は次のとおりであります。 

 (1) 貸付金のうち、破綻先債権額は102百万円、延滞債権額は117百万円であります。 

  上記取立不能見込額の直接減額は、延滞債権額０百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３

号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

 (2) 貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は1,452百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上延滞し

ている貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は20百万円であります。 
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  なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び３カ

月以上延滞債権に該当しないものであります。 

26．有形固定資産の減価償却累計額は、126,238百万円であります。 

27．保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、181百万円であります。なお、負債の額も同額でありま

す。 

28．関係会社に対する金銭債権の総額は17,597百万円、金銭債務の総額は54,036百万円であります。 

29．契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高            24,803百万円 

当事業年度契約者配当金支払額    12,954百万円 

利息による増加等             1百万円 

契約者配当準備金繰入額       12,574百万円 

当期末現在高            24,425百万円 

30．保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、63,158百万円であります。 

31．担保として供している資産の額は、有価証券（国債）1,062,377百万円及び有価証券（外国証券）762,473百万円で

あります。 

  また、担保付債務の額は、債券貸借取引受入担保金656,183百万円であります。 

  なお、上記有価証券(国債）には、現金担保付債券貸借取引により差し入れた有価証券389,810百万円及び無担保債

券貸借取引により差し入れた有価証券529,630百万円を含んでおります。また、上記有価証券（外国証券）には、現

金担保付債券貸借取引により差し入れた有価証券248,163百万円、有価証券担保付債券貸借取引により差し入れた有

価証券356,677百万円及び無担保債券貸借取引により差し入れた有価証券157,631百万円を含んでおります。 

32．貸付金に係るコミットメント契約の総額は4,859百万円であり、融資未実行残高は3,392百万円であります。 

33．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。 

34．借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金であります。 

35．保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における当社の今後の負担見積額

は、8,623百万円であります。 

 なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費として処理しております。 

36．保険業法施行規則第73条第３項において準用する同規則第71条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支

払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は65百万円であり、同規則第71条第１項に規定する再保険を付した

部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は152百万円であります。 

37．退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 

  (1) 採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

  (2) 確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

  期首における退職給付債務         50,987百万円 

   勤務費用                 1,974百万円 

   利息費用                  349百万円 

   数理計算上の差異の当期発生額        102百万円 

   退職給付の支払額            △1,969百万円 

  期末における退職給付債務          51,444百万円 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

  期首における年金資産           30,991百万円 

   期待運用収益                588百万円 

   数理計算上の差異の当期発生額       1,564百万円 

   事業主からの拠出額            1,736百万円 

   退職給付の支払額            △1,017百万円 

  期末における年金資産            33,864百万円 
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③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

  積立型制度の退職給付債務         32,012百万円 

  年金資産                △33,864百万円 

                       △1,851百万円 

  非積立型制度の退職給付債務         19,431百万円 

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額   17,580百万円 

 

  退職給付引当金               19,431百万円 

  前払年金費用               △1,851百万円 

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額   17,580百万円 

④退職給付に関連する損益 

  勤務費用                  1,974百万円 

  利息費用                   349百万円 

  期待運用収益                △588百万円 

  数理計算上の差異の当期の費用処理額     △1,461百万円 

  確定給付制度に係る退職給付費用         272百万円 

⑤年金資産の主な内訳 

  年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

  生命保険一般勘定                39.0％ 

  債券                      30.2％ 

  外国証券                    20.2％ 

  株式                       8.6％ 

  共同運用資産                   2.1％ 

  合計                     100.0％ 

⑥長期期待運用収益率の設定方法 

  当社は、年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予測される年金資産の配分と、年金資産を 

 構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項 

  期末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。 

  割引率                  一時金 0.5％、年金 0.8％ 

  長期期待運用収益率            1.90％ 

38．関係会社の株式は、6,634百万円であります。 

39．繰延税金資産の総額は、77,671百万円、繰延税金負債の総額は、99,991百万円であります。繰延税金資産のうち評

価性引当額として控除した額は、6,692百万円であります。 

 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、価格変動準備金35,732百万円、保険契約準備金22,631百万円及び退職給

付引当金5,440百万円であります。また、繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券評価差額金

97,102百万円であります。 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

差異の原因となった主な項目別の内訳の注記を省略しております。 

40．１株当たりの純資産額は、210,596円56銭であります。 
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     　　　　　　　2020年４月１日から
　　　　　　２０２０年度

     　　　　  　  2021年３月31日まで

797,301
619,721
619,493

228
165,283
144,708

21
119,154
10,195
10,513
4,823
16,053
4,228
249
44

12,296
406

7,367
91

2,416
2,014

765,695
569,480
209,080
187,245
74,438
65,312
33,049
353

46,414
46,413

1
46,919
1,008
19,175
2,326
16,820
166

3,615
3,805
76,509
26,371
9,556
7,947
6,949
1,917

31,606

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

貸 付 金 利 息
不 動 産 賃 貸 料

有 価 証 券 売 却 益

資 産 運 用 収 益

保 険 料

そ の 他 利 息 配 当 金

再 保 険 収 入

預 貯 金 利 息
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

　　  　　　　損益計算書

（単位：百万円）
科　　　　　　　目

経　　常　　収　　益

金　　　　　　　額

保 険 料 等 収 入

そ の 他 運 用 収 益

有 価 証 券 売 却 損

そ の 他 の 経 常 収 益

そ の 他 経 常 収 益
年 金 特 約 取 扱 受 入 金
保 険 金 据 置 受 入 金

経　　常　　費　　用

支 払 備 金 戻 入 額
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

再 保 険 料

保 険 金 等 支 払 金

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

有 価 証 券 評 価 損
金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 返 戻 金

保 険 金

解 約 返 戻 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

年 金

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

給 付 金

資 産 運 用 費 用
支 払 利 息

そ の 他 運 用 費 用

そ の 他 経 常 費 用
保 険 金 据 置 支 払 金
税 金
減 価 償 却 費
そ の 他 の 経 常 費 用

為 替 差 益

事 業 費

経　　常　　利　　益
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（単位：百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

1,186
1,186

5,779
357
546

3,844
1,030

12,574
14,440
5,956

△ 1,800
4,156
10,284

法 人 税 等 合 計

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

新型コロナウイルス感染症による損失

法 人 税 等 調 整 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額
税 引 前 当 期 純 利 益

減 損 損 失

特　　別　　損　　失

固 定 資 産 等 処 分 益
特　　別　　利　　益

固 定 資 産 等 処 分 損
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(損益計算書注記) 

１．１株当たり当期純利益の金額は、4,113円60銭であります。 

２．関係会社との取引による収益の総額は1,192百万円、費用の総額は5,260百万円であります。 

３．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券8,711百万円、株式等729百万円、外国証券6,611百万円であります。 

４．有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券2,239百万円、株式等28百万円、外国証券16,907百万円であります。 

５．有価証券評価損の主な内訳は、国債等債券2,093百万円、株式等232百万円であります。 

６．金融派生商品費用には、評価損が5,963百万円含まれております。 

７．支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は63百万円、責任準備金繰入額の計算上、足

し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は、28百万円であります。 

８．当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

 (1) 資産をグルーピングした方法 

保険営業等の用に供している不動産等について、保険営業等全体で１つの資産（営業用資産）グループとし、そ

れ以外の賃貸不動産等及び遊休不動産等について、それぞれの物件ごとに１つの資産（投資用資産）グループとし

ております。 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

  一部の資産グループについて、市場価格の著しい下落や、賃料水準の低迷等による収益性の低下が見られたこと 

  から、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 (3）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

     （単位：百万円）

 
用途 種類 場所等 

減損損失 

 土地 建物等 計 

 
賃貸不動産等 土地及び建物 

 青森県青森市 

 など９件 
278 268 546 

 

  (4）回収可能価額の算定方法 

   回収可能価額は、正味売却価額を適用しております。 

   なお、正味売却価額については原則として、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額を差し 

  引いて算定しております。 
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